






募集要項に関する質問（第１回）への回答

小項目 項目名 内容 回答No. 資料名 頁 大項目 中項目

18 募集要項 6 2 2.1 (9)
b）その他の利用料金の設定及び
収受

b） その他の利用料金の設定及び収受について、任意事業でネーミングライツ事業をバスターミナルで行うことは
可能でしょうか。

本施設に企業名や商品ブランド名等を冠した「愛称」を設定する権利を第三者に付与することは出来ませんが、広
告事業の一環として、企業名や商品ブランド名等をバスターミナルの名称に付随して記載する権利を第三者へ付
与し、専有部分やチケット・パンフレット等の運営権の設定範囲内において掲載することは可能です。ただし、事業
者の提案内容に応じ、利便増進事業である広告事業として認められるものは、あらかじめ国もしくは市との協議が
成立することが条件となります。

19 募集要項 6 2 2.1 (9)
b）その他の利用料金の設定及び
収受

b） その他の利用料金の設定及び収受について、バスターミナル名にネーミングライツが適用できない場合、副駅
名としてネーミングライツ事業を行うことは可能でしょうか。

本施設に企業名や商品ブランド名等を冠した「愛称」を設定する権利を第三者に付与することは出来ませんが、広
告事業の一環として、企業名や商品ブランド名等をバスターミナルの名称に付随して記載する権利を第三者へ付
与し、専有部分やチケット・パンフレット等の運営権の設定範囲内において掲載することは可能です。ただし、事業
者の提案内容に応じ、利便増進事業である広告事業として認められるものは、あらかじめ国もしくは市との協議が
成立することが条件となります。

20 募集要項 6 2 2.1 (9)
b）その他の利用料金の設定及び
収受

b） その他の利用料金の設定及び収受について、バスターミナル内でのネーミングライツ事業が難しい場合、利便
増進施設内であれば可能でしょうか。

利便施設に企業名や商品ブランド名等を冠した「愛称」を設定する権利を第三者に付与することは可能です。ただ
し事業者が自らの責任と費用により設置し、法令及び要求水準を遵守するものに限ります。また、付与する名称の
適用範囲が利便施設に留まらず本施設に及ぶ場合は、この限りではありません。

21 募集要項 6 2 2.1 (9)
b）その他の利用料金の設定及び
収受

b） その他の利用料金の設定及び収受について、再開発ビルバスターミナル名、副駅名の表示は可能でしょうか。

本施設に企業名や商品ブランド名等を冠した「愛称」を設定する権利を第三者に付与することは出来ませんが、広
告事業の一環として、企業名や商品ブランド名等をバスターミナルの名称に付随して記載する権利を第三者へ付
与し、専有部分やチケット・パンフレット等の運営権の設定範囲内において掲載することは可能です。ただし、事業
者の提案内容に応じ、利便増進事業である広告事業として認められるものは、あらかじめ国もしくは市との協議が
成立することが条件となります。

22 募集要項 6 2 2.1 (9)
b）その他の利用料金の設定及び
収受

b） その他の利用料金の設定及び収受について、ネーミングライツ事業はバスターミナル内で行っても利便増進事
業に該当しますでしょうか。

広告事業の一環として、企業名や商品ブランド名等をバスターミナルの名称に付随して記載する権利を第三者へ
付与することは、利便増進事業に該当します。ただし、No.20の回答のとおり、実施範囲が限られており、あらかじ
め、国もしくは市との協議が成立することが条件となります。

23 募集要項 6 2 2.1 (9)
b）その他の利用料金の設定及び
収受

b） その他の利用料金の設定及び収受について、提案時には見込みがなく運営開始後にネーミングライツによっ
て、収入や利益の増加があった場合でもサービス購入料が減額になるということはないという理解でよろしいでしょ
うか。（プロフィットロスシェアは除く）

広告事業の一環として、企業名や商品ブランド名等をバスターミナルの名称に付随して記載する権利を第三者へ
付与し、専有部分やチケット・パンフレット等の運営権の設定範囲内において掲載することのみを理由にサービス
購入料の減額を行うことはありません。
ただし、特定事業契約書（案）別紙１に記載のとおり、維持管理・運営に係るサービス購入料については、年度ごと
に見直します。この見直しは、物価変動、技術革新等に伴って明らかに費用が減じる場合を含め、公共施設等運
営事業に基づく民間の資金及びノウハウの有効な活用と、国民の負担を原資とする国の適正な経費負担の双方
の観点に十分留意して、国及び事業者が協議して行います。
運営開始後に追加の利便増進事業を提案・実施される場合は、上記の記載に基づいて協議し、サービス購入料を
減額する場合があります。
なお、プロフィットロスシェアの対象に利便増進事業の収入は見込みません。

24 募集要項 6 2 2.1 (9)
b）その他の利用料金の設定及び
収受

b） その他の利用料金の設定及び収受について、本事業対象施設外で任意事業を行うことは可能でしょうか。
要求水準を遵守した上で提案可能です。ただし、実現の可否や場所、使用料等は該当箇所の管理者等との協議
によります。併せて、要求水準書（案）に記載のとおり、実施にあたっては国もしくは市の承認を得てください。

25 募集要項 6 2 2.1 (9)
b）その他の利用料金の設定及び
収受

b） その他の利用料金の設定及び収受について、広告用サイネージ（民間設置）に一部官広告枠（例えば1/3官広
告を掲出）を設けることにより、サイネージの初期費用を一部官（例えば官が使用する分として初期費用の1/3官
負担）にて負担いただくことは可能でしょうか。また更新費用についても同様でしょうか。

広告用デジタルサイネージ（民間設置）は利便施設にあたるため、民間資産として事業者に設置いただくことにな
ります。
なお、広告用デジタルサイネージの初期費用に関して、本事業外の補助・助成制度を事業者が活用することは可
能です。

広告用デジタルサイネージの整備に対して、市の補助制度を活用する場合、施設の公共性・公益性が認められる
必要があります。
補助制度の活用については市の予算成立が必要となりますが、事業者の提案により協議は可能です。
なお、補助の事例として、阪急神戸三宮駅前のオーエスビジョンがあります。これは、①国内外からの来街者に対
する市政情報等の情報発信の強化②不測の災害時に来街者が混乱なく安心・安全に過ごせる情報の発信③エリ
アマネジメントによる広場の利活用と連携した地域の賑わい創出に資することを目的として整備された施設であ
り、全体の広告コマ数の2/3で行政情報を放映すること等を条件に、初期投資額の2/3を補助しています。
なお、現段階で更新費用についての補助は想定していません。

26 募集要項 7 2 2.1 (10)
b）維持管理・運営に係る費用負
担

再開発ビル（雲井５）に係る管理費について、運営費に含むと記載があるが、修繕積立金は含まれないという理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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